
○高松市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則  

昭和５６年９月２９日規則第２６号  

改正  

平成３年３月２２日規則第２６号  

平成７年３月２７日規則第２１号  

平成１７年３月３１日規則第２１号  

平成１７年７月２８日規則第５９号  

平成１９年３月３０日規則第３９号  

平成２４年３月２７日規則第２６号  

平成２６年４月１日用字用語整備施行  

平成２８年４月１日規則第２０号  

高松市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則  

（趣旨）  

第１条  この規則は、高松市建築物における駐車施設の附置に関する条例（昭

和５６年高松市条例第４０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。  

（駐車施設を附置する必要がない建築物）  

第２条  条例第３条第３項の規定による駐車施設を附置する必要がない建築物

は、次に掲げるものとする。  

(１ ) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する小学校、中学校並

びに特別支援学校の小学部及び中学部  

(２ ) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要がないと認めるもの  

（駐車施設の区画）  

第３条  駐車施設は、駐車の用に供する部分及び車路を明確に区分するととも

に、駐車の用に供する部分を１台ごとに区分しなければならない。  

（承認申請）  

第４条  条例第８条第２項の規定に基づき駐車施設の設置の承認を受けようと

する者は、駐車施設承認申請書（様式第１号）及び駐車施設調書（様式第２

号）各２通に別表に掲げる図書２部を添付して市長に提出しなければならな



い。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。  

（承認の通知）  

第５条  市長は、前条の規定により提出された申請書について承認又は不承認

を決定したときは、駐車施設承認・不承認通知書（様式第３号）に所要事項

を記載して申請者に通知するものとする。  

（届出）  

第６条  条例第９条の規定に基づき駐車施設の附置に関して市長に届け出よう

とする者は、駐車施設届出書（様式第４号）及び駐車施設調書各２通に別表

に掲げる図書２部を添付して市長に届け出なければならない。届け出た事項

を変更する場合も、また同様とする。  

（工事完了届）  

第７条  第５条の規定により承認された者及び前条の規定により届け出た者は、

工事完了後速やかに駐車施設工事完了届（様式第５号）を市長に提出しなけ

ればならない。  

（立入検査の際の身分証明書）  

第８条  条例第１２条第２項に規定する職員の身分を示す証明書は、身分証明

書（様式第６号）のとおりとする。  

（措置命令）  

第９条  条例第１３条の規定による駐車施設の附置、設置、原状回復その他当

該違反を是正するための措置命令は、措置命令書（様式第７号）による。  

（委任）  

第１０条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。  

附  則  

この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。  

附  則（平成３年３月２２日規則第２６号）  

この規則は、平成３年１０月１日から施行する。  

附  則（平成７年３月２７日規則第２１号）  

この規則は、平成７年１０月１日から施行する。  

附  則（平成１７年３月３１日規則第２１号）  



この規則は、平成１７年４月１日から施行する。  

附  則（平成１７年７月２８日規則第５９号）  

１  この規則は、平成１７年８月１日から施行する。  

２  この規則の施行の際、（中略）第５７条から第７２条までの規定による改

正前の（中略）高松市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則

（中略）に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を

加え、なお使用することができる。  

附  則（平成１９年３月３０日規則第３９号）  

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２４年３月２７日規則第２６号）  

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。  

附  則（平成２８年４月１日規則第２０号）  

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

別表（第４条、第６条関係）  

用途  図書の種類  明示すべき事項  

第４条

による

承認用  

付近見取図  

方位、道路、目標となる地物及び位

置並びに駐車施設を設けなければな

らない建築物との距離  

配置図  

（縮尺２００分の１以上） 

縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐

車施設内外の車路及びその幅員並び

に敷地が接する道路及びその幅員  

各階平面図  

（縮尺１００分の１以上） 

縮尺、方位、間取、規模、各部の用

途並びに駐車施設内外の車路及びそ

の幅員  

駐車施設の使用権を証す

る書面  
 

第６条

による
付近見取図  

方位、道路、目標となる地物及び位

置  



様式第１号（第４条関係）  

様式第２号（第４条，第６条関係）  

様式第３号（第５条関係）  

様式第４号（第６条関係）  

様式第５号（第７条関係）  

様式第６号（第８条関係）  

様式第７号（第９条関係）  

  

届出用  

配置図  

（縮尺２００分の１以上） 

縮尺、方位、敷地境界線、位置、駐

車施設内外の車路及びその幅員並び

に敷地が接する道路及びその幅員  

各階平面図  

（縮尺１００分の１以上） 

縮尺、方位、間取り、規模、各部の

用途並びに駐車施設内外の車路及び

その幅員  

各立面図  

（縮尺２００分の１以上） 
縮尺、方位  



様式第１号（第４条関係）                      

 年  月  日   

  （宛先）高松市長 

申請者 住所             

  氏名             ㊞  

電話番号               

駐 車 施 設 承 認 申 請 書                

高松市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則第４条の規定により、次の

とおり駐車施設 
設置
変更

 承認を申請します。 

建

 

築

 

物 

建 築 物 名 称  

敷 地 所 在 地  

用 途  

規 模 階数 地上  階・地下  階 延べ面積 ㎡ 

工 事 種 別 等 □新築 □増築 □用途変更 □その他（          ） 

附置義務台数 台    

駐

 
車

 

施

 

設 

 敷地内 敷地外(条例第８条第１項の敷地) 

設 置 場 所   

権 利 の 区 別 □所有権 □賃借権 □その他（      ） 

使 用 承 諾 者 

住 所 ・ 氏 名 

 

 

設 置 台 数 台 台    

設置台数合計 台    

敷地内に駐車施設を設置できない理由 

 

※承認申請受付           年   月   日・第      号 

備考 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができます。 

３ 該当□に✓してください。 



様式第２号（第４条、第６条関係）                      

駐 車 施 設 調 書                

建

築

物 

建築主住所・氏名 
 
 

電話番号             

代理者住所・氏名 
 
 

電話番号             

用

途

別

規

模

 

 届 出 部 分  既 存 部 分  合 計 

特 定 部 分 の 延 べ 面 積  ㎡ ㎡ ㎡ 

上

記

内

訳 

百貨店その他の店舗の用途 ㎡ ㎡ ㎡ 

事 務 所 の 用 途 ㎡ ㎡ ㎡ 

倉 庫 の 用 途 ㎡ ㎡ ㎡ 

そ の 他 の 特 定 用 途 ㎡ ㎡ ㎡ 

非 特 定 部 分 の 延 べ 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

小    計 ㎡ ㎡ ㎡ 

駐車施設の用途に供する 
部 分 の 床 面 積 ㎡ ㎡ ㎡ 

合    計 ㎡ ㎡ ㎡ 

駐

 
車

 

施

 

設 

 
附置義務 
台 数 

設 置 台 数  

敷 地 内 敷 地 外 
合 計 

自走式 特殊装置 自走式 特殊装置 

小 型 車 用 
2.3ｍ以上×5ｍ以上 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

普 通 車 用 
2.5ｍ以上×6ｍ以上 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

車いす利用者用 
3.5ｍ以上×6ｍ以上 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

荷 さ ば き 用  
3ｍ以上×7.7ｍ以上 

高さ 3ｍ以上 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

(    ) 
台 

合   計 
(    ) 

台 
(    ) 

台 
(    ) 

台 
(    ) 

台 
(    ) 

台 
(    ) 

台 

附置義務台数の計算 

 

 

 

備考 １ 敷地外とは、条例第８条第１項に規定する場所をいう。 

   ２ 駐車施設の台数の欄の(  )内には、変更前の台数を記入してください。 



様式第３号（第５条関係）  

                          高   第     号   

  年  月  日   

          様 

             高松市長             

駐 車 施 設 
承 認
不 承 認

 通 知 書 

年  月  日付けで申請のあった駐車施設については、次のとおり
承 認
不承認

  

と決定したので、高松市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則第５条の規

定により通知します。 

建

 

築

 

物 

建築物名称  

敷地所在地  

用 途  

規 模 階数 地上  階・地下  階 延べ面積 ㎡ 

工事種別等 □新築 □増築 □用途変更 □その他（          ） 

附置義務台数 台    

駐

 

車

 
施

 

設 

 敷地内 敷地外(条例第８条第１項の敷地) 

設 置 場 所   

権利の区別 □所有権 □賃借権 □その他（      ） 

使用承諾者 

住所・氏名 

 

 

設 置 台 数 台 台    

設置台数合計 台    

不 承 認 の 場 合 

の 理 由 
 

（注）この処分について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しを求

める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（前記の

審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内）に、高松市を被告（高松市長が被告の代表者となります。）とし

て提起することができます。 

ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、正当な理由

があるときを除き、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。 



様式第４号（第６条関係）         

                 年  月  日   

 （宛先）高松市長 

         届出者 住所       

   氏名             ㊞  

電話番号 

 

駐 車 施 設 届 出 書                

次のとおり駐車施設を
設置
変更

しますので、高松市建築物における駐車施設の附置に関する

条例施行規則第６条の規定により届けます。 

建

 

築

 

物 

建築物名称  

敷地所在地  

用 途  

規 模 階数 地上  階・地下  階 延べ面積 ㎡ 

工事種別等 □新築 □増築 □用途変更 □その他（          ） 

附置義務台数 台    

駐

 

車

 

施

 

設 
 敷地内 敷地外(条例第８条第１項の敷地) 

設 置 場 所   

権利の区別 □所有権 □賃借権 □その他（    ） 

使用承諾者 

住所・氏名 
 

設 置 台 数 台 台    

設置台数合計 台    

※規則第５条通知  無・有（    年  月  日・第    号） 

※届 出 受 付              年  月  日・第    号  

備考 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができます。 

３ 該当□に✓してください。 



様式第５号（第７条関係）                  

        年  月  日   

 （宛先）高松市長 

         届出者 住所       

   氏名             ㊞  

電話番号 

駐 車 施 設 工 事 完 了 届                

次のとおり工事が完了したので、高松市建築物における駐車施設の附置に関する条例施

行規則第７条の規定により届けます。 

備考 １ ※印の欄は、記入しないでください。 

２ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができます。 

３ 該当□に✓してください。 

 

建

 

築

 

物 

建築確認番号   年   月   日 ・ 第           号 

建 築 物 名 称  

敷 地 所 在 地  

用 途  

規 模 階数 地上  階・地下  階 延べ面積 ㎡ 

工 事 種 別 等 □新築 □増築 □用途変更 □その他（         ） 

附置義務台数 台    

駐
 

車

 

施

 

設 

 敷地内 敷地外(条例第８条第１項の敷地) 

設 置 場 所   

権 利 の 区 別 □所有権 □賃借権 □その他（    ） 

使 用 承 諾 者 

住 所 ・ 氏 名 

 

 

設 置 台 数 台 台    

設置台数合計 台    

工事完了年月日            年   月   日            

※規則第５条通知    無・有（    年   月   日・第     号）   

※届 出 受 付            年   月   日・第     号    



様式第６号（第８条関係） 

（表） 

身 分 証 明 書              

№       
  所 属 

 

 

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

  職氏名 

 

（  年  月  日生） 

写

真 

  

  
 上記の者は、高松市建築物における駐車施設の附置に関する条例第１２条の

規定により立入検査をすることができる者であることを証する。 

      年  月  日 

 

高 松 市 長    

 

 

  
９センチメートル  

 

（裏） 

１ この証明書は、建築物又は駐車施設の立入検査をする場合は常時携帯し、関係

人の請求があった場合にはこれを提示しなければならない。 

２ この証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 

３ この証明書を損傷し、又は亡失したときは、理由を付して届け出なければなら

ない。 

４ この証明書は、資格を失ったときは、直ちに返還しなければならない。 

 

交付責任者    課長     

 

 

 

 



様式第７号（第９条関係）  

高  第     号   

年  月  日   

        様 

高松市長            

措 置 命 令 書                

  建 築 物 の 所 在 地            

  建築物の用途及び規模 

 上記の建築物は、高松市建築物における駐車施設の附置に関する条例第 条の規定に違反

しているので、同条例第１３条の規定により次のとおり命令します。 

記 

措置 

理由 

（注）この処分について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。この処分の取消しを求

める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（前記の

審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内）に、高松市を被告（高松市長が被告の代表者となります。）とし

て提起することができます。 

ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、正当な理由

があるときを除き、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。 


